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第１ 実施内容 
 

１ 目的 

  普及指導計画の策定及び普及指導活動の実施と評価に関する要領（以下「要領」という。）第４の

規定に基づき、当該年度の普及指導計画について幅広い視点から客観的な検討を行うため、令和７

年度岩手県普及指導活動に係る外部有識者との意見交換会を実施する。 
 

２ 実施主体 

  農業普及技術課 

 

３ 外部有識者 

地域の先進的な農業者や農業関係団体、学識経験者、流通関係者、民間企業等の５名を外部有識

者とした。 
区分 所属等 氏名 

先進的な農業者 
公益社団法人 岩手県農業法人協会 会長 

(岩手県農業農村指導士、西部開発農産 代表取締役社長) 
照井 勝也 

農業関係団体 岩手県農業協同組合中央会 営農農政部 部長 山﨑  勉 

学識経験者 

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
 東北農業研究センター 緩傾斜畑作研究領域 
 生産力増強グループ グループ長 

宮路 広武 

流通関係者 丸モ盛岡中央青果株式会社 取締役部長 川村 千伸 

民間企業等 
一関まちづくり株式会社 
 代表取締役（新鮮館おおまち 店長） 

梁川 真一 

 

４ 日程及び会場 

(1) 日程 

令和８年２月６日（金）10:00～16:20 

(2) 会場 

キオクシア アイーナ（いわて県民情報交流センター） 研修室 812（ウェブ会議併用） 

 

５ 対象課題 

(1) 県重点プロジェクト計画 

課題名 公所名 

環境制御技術等を活用した施設果菜類の生産拡大 

 

岩手県 農林水産部 農業普及技術課

農業革新支援担当 

(2) 地域重点課題普及指導計画 

課題名 公所名 

野菜産地を担う経営体の育成と産地の持続的発展 盛岡農業改良普及センター 

産地を担う経営体育成による野菜産地力の向上 八幡平農業改良普及センター 

野菜産地の生産構造の強化 中部農業改良普及センター 

次代を担う野菜産地の育成強化 奥州農業改良普及センター 

畜産経営体の収益確保 一関農業改良普及センター 

施設野菜モデル経営体の育成 大船渡農業改良普及センター 

野菜生産体制の強化 宮古農業改良普及センター 

ほうれんそうを核とした園芸産地の育成 久慈農業改良普及センター 

革新技術等の普及拡大による野菜の生産性向上 二戸農業改良普及センター 
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６ 意見交換の視点 

項目 意見交換の視点 

課題背景 
選定理由 

・現状把握がしっかり行われているか。 
・支援対象をしっかりと捉えているか。 
・課題選定は適切か。その場限りの対処法に偏っていないか。 
・根拠を踏まえて課題設定しているか。 

到達目標 
・具体的な目標となっているか。 
・過小でもなく、過大でもない、根拠ある適正な目標となっているか。 
・関係機関等との共有が図られているか。 

活動体制 
活動内容 

・活動方法と活動時期は適切か。 
・所内での役割分担と連携体制は明確か。 
・県重点プロジェクト計画（地域重点課題普及指導計画）との連携が図ら

れているか。 
・試験研究機関等の関係機関と連携が図られているか。 
・支援対象等とのコミュニケーションが図られているか。 

活動実績と成果 
地域や対象の変化

・実績と成果が見出されているか。 
・実績と成果につながった要因を分析しているか。 
・地域や対象の変化をしっかりと捉えているか。 

残された課題 
今後の対応方向 

・残された課題をしっかりと捉えているか。 
・今後の対応策をしっかりと設定しているか。 

参考意見（プレゼ

ンテーション） 
・作成した資料は見やすく、発表は明瞭で分かりやすいか。 
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普及指導計画の策定及び普及指導活動の実施と評価に関する要領 

 

第１ 趣 旨 

県では、協同農業普及事業の実施に関する方針（以下「実施方針」という。）を定め、農

業者が将来展望をもって農業経営に取り組むことができるよう、農業者の所得向上と地域課

題の迅速な解決を目指し、効果的な普及指導活動を展開することとしている。 

この要領は、普及指導活動を効果的かつ効率的に実施するため、普及指導計画の策定、こ

れに基づいたスペシャリスト機能・コーディネート機能・総合的な企画運営能力を発揮した

普及指導活動の実施と記録、幅広い視点からの客観的な評価の実施及び評価に基づく活動の

見直しを一連のサイクルとして行うことについて、必要な事項を定めるものである。 

 

第２ 普及指導計画の策定 

１ 農業普及技術課及び農業改良普及センターは、「いわて県民計画」の目標実現に向け、

計画的かつ継続的な普及指導活動を行うため、４カ年を計画期間とする普及指導計画を策

定する。 

２ 農業普及技術課及び農業改良普及センターは、普及指導計画の策定に資するため、実施

方針に掲げる普及指導活動の課題や「いわて県民計画」の各プランに則し、計画活動によ

り解決する基本的な課題（以下「基本課題」という。）を設定する。 

３ 基本課題のうち、重要かつ広域的な課題を県重点課題として農業普及技術課が選定し、

その課題に対応した普及指導計画を策定する。 

  また、基本課題のうち、地域において重要な課題を地域重点課題として農業改良普及セ

ンターが選定し、その課題に対応した普及指導計画を策定する。 

４ 農業普及技術課が策定する普及指導計画は「県重点プロジェクト計画」、農業改良普及

センターが策定する普及指導計画は「地域重点課題普及指導計画」と呼称する。 

５ 普及指導計画は、普及指導方針及び課題別計画の構成とし、地域農業・農村の現状及び

農政推進上の課題、目指す姿や目標を明らかにして策定する。 

  なお、普及指導計画等の内容や課題の計画期間は、課題解決の進捗状況等、必要に応じ

て変更することができるものとする。 

(1) 県重点プロジェクト計画は様式第１号により作成し、地域重点課題普及指導計画は様

式第２号により作成する。 

(2) 普及指導方針は、様式第１-１号、様式第２-１号により作成し、様式に掲げる事項を

定める。 

(3) 課題別計画は、様式第１-２号、様式第２-２号により作成し、様式に掲げる事項を定

める。また、課題別計画ごとに工程表を作成する。 
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６ 農業普及技術課及び農業改良普及センターは、県重点課題又は地域重点課題以外の基本

課題について、活動計画（以下「基本課題に係る活動計画」という。）を策定する。 

  なお、基本課題に係る活動計画は、参考様式によるほか、達成目標や達成手段・方法等

を明記した任意様式により策定するものとする。 

７ 農業普及技術課及び農業改良普及センターは、高度化かつ多様化する農業者等のニーズ

に対応し、より一層効果的かつ効率的な普及指導活動の展開を図るため、普及指導計画の

策定にあたって、次の内容に留意する。 

(1) 消費者や農業者のニーズの視点をもって活動するため、農業普及員が巡回指導や各種

の調査等を通じて収集整理した情報をもとに管内の農業及び農村の現状を踏まえ、重点

的に取り組むべき課題と支援対象者を絞り込む。   

(2) 課題解決に向けて取り組む項目や到達目標、及び支援対象者への具体的な支援内容や

目標等について、あらかじめ支援対象者と十分に協議し共有する。 

(3) 農業農村指導士、普及事業パートナー、市町村や農協等の関係機関・団体、民間、県

機関等と十分な協議・検討を行って課題と目標を共有し、それぞれの役割分担と連携の

進め方（地域協働の姿）を明確にする。 

(4) 県重点プロジェクト計画が広域的な課題解決に向け効果的な活動となるよう、農業普

及技術課と農業改良普及センターの役割分担を明確にする。 

８ 農業普及技術課は、当該年度の県重点プロジェクト計画及び基本課題に係る活動計画を

４月上旬までに農業改良普及センター、県庁農政担当課及び農業研究センターへ通知する。 

なお、県重点プロジェクト計画（課題別計画：様式第１-２号）を変更しようとする場

合は、事前に農業改良普及センター等から意見を聞くものとする。 

９ 農業改良普及センターは、当該年度の地域重点課題普及指導計画及び基本課題に係る活

動計画を４月中旬までに農業普及技術課へ報告する。なお、地域重点課題普及指導計画

（課題別計画：様式第２-２号）を変更しようとする場合は、事前に農業普及技術課の助

言を受ける。 

 

第３ 普及指導活動の実施等 

１ 農業普及技術課及び農業改良普及センターは、普及指導計画及び基本課題に係る活動計

画に基づき、効果的かつ効率的な普及指導活動を実施する。なお、県重点プロジェクト計

画については、明確化された役割分担に基づき農業普及技術課と農業改良普及センターが

一体となって活動する。 

２ 農業普及技術課及び農業改良普及センターは、課題別単年度実績（様式第１-３号、様

式第２-３号）により普及指導計画の進捗状況を把握しながら、当該年度の普及指導活動

を計画的かつ効果的に実施するよう努める。また、基本課題に係る活動計画についても、
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計画的かつ効果的に実施するよう参考様式等により進捗管理する。 

３ 農業普及技術課及び農業改良普及センターは、支援対象者等に対する普及指導活動の内

容を記録・蓄積することにより活動経過を共有し、継続的な普及指導活動を実施する。 

４ 農業普及技術課及び農業改良普及センターは、普及指導活動の実施状況や成果について、

毎年度、活動実績書等に取りまとめ、県のホームページ等を通じて積極的に外部に公表す

るとともに、地域の農業者等に対して広く周知する。 

 

第４ 普及指導活動の評価 

１ 農業普及技術課及び農業改良普及センターは、普及指導活動の結果を的確に把握して、

その後の効果的な活動に反映させる。 

２ 農業普及技術課及び農業改良普及センターは、普及指導計画に定めた課題の進捗状況及

び活動記録を通じて明らかになった対象の変化等を整理・分析し、毎年度、課題別に内部

評価を実施する。 

(1) 課題別評価は、課題別単年度実績（様式第１-３号、様式第２-３号）により、計画策

定過程、活動実施過程、活動の結果を総合的に評価し、毎年度末までに取りまとめる。 

また、計画期間の最終年には、課題別実績（様式第１-４号、様式第２-４号）により、

計画期間における実績を総括して評価し、当該年度末までに取りまとめる。 

(2) 農業改良普及センターは、内部評価結果として課題別単年度実績（様式第２-３号）

を、毎年度末までに農業普及技術課へ報告する。また、計画期間の最終年には、課題

別実績（様式第２-４号）を当該年度末までに農業普及技術課へ報告する。 

３ 農業普及技術課及び農業改良普及センターは、幅広い視点から客観的な検討を行い、一

層効果的かつ効率的な普及指導活動を展開するため、普及指導計画について、毎年度、外

部有識者との意見交換を実施するものとする。 

(1) 農業普及技術課は、意見交換を統轄し、外部有識者との意見交換会（以下「意見交換

会」という。）の開催と、必要な予算措置を講ずる。 

(2) 外部有識者は、地域の先進的な農業者（農業農村指導士等）や農業関係団体、消費者、

学識経験者、報道機関、民間企業等から毎年度、一部に偏りが出ないよう５名以内とす

る。 

(3) 意見交換会は、内部評価終了後の概ね２月中下旬に開催する。 

(4) 意見交換会では、毎年度数課題を選定し、計画、活動方法及び成果、活動体制につい

て意見、助言等を行う。 

(5) 農業普及技術課は、外部有識者からの意見・助言等を当該年度末までに外部有識者と

の意見交換会実施報告書（様式第１-５号、様式第２-５号）に取りまとめ、その概要を

県のホームページ等を通じて外部へ公表する。 
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４ 農業普及技術課及び農業改良普及センターは、内部評価及び外部有識者との意見交換の

過程を経て取りまとめた活動の成果と課題及び意見交換会の意見・助言等を踏まえて、課

題解決の方策等について十分に検討を行い、次年度以降の普及指導計画に可能な限り反映

させ、もって普及指導活動及びその体制の改善を行う。 

 

第５ その他 

この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

附則 

この要領は、平成１８年１０月６日から施行する。 

附則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成２３年５月２日から施行する。 

附則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成２７年１２月３日から施行する。 

附則 

この要領は、平成２８年１０月３１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、令和３年１月27日から施行する。 

附則 

 この要領は、令和４年９月29日から施行する。 

附則 

 この要領は、令和６年２月６日から施行する。 
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